
 

 

議案第１１４号 

   さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一部を改正する条例の制 

定について 

さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。 

令和５年６月７日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人   

さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一部を改正する条例 

さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例（平成１３年さいたま市条例第

１９５号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表第１（第２９条関係） 別表第１（第２９条関係） 
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 ［略］ ２４０円  

  ［略］ 
 

種 別 区 分 

基 

 

準 

金   額 

備 

 

考 

市が収

集、運

搬及び

処分す

るもの 

市が処分

のみする

もの 

 ［略］ 

その他

の一般

廃棄物 

 ［略］ 

事業活

動に伴

って生
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の 

 ［略］ １７０円  

  ［略］ 
 

  
別表第２（第３０条関係） 別表第２（第３０条関係） 

区   分 基 準 金 額 

第３０条の規定に基づ

き徴収する産業廃棄物 

 ［略］ ２４０円 

区   分 基 準 金 額 

第３０条の規定に基づ

き徴収する産業廃棄物 

 ［略］ １７０円 



 

 

処分の費用   
 

処分の費用   
 

  

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後のさいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例（以

下「改正後の条例」という。）別表第１の規定は、この条例の施行の日（以下「施

行日」という。）以後の一般廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４

５年法律第１３７号。以下「法」という。）第２条第２項に規定する一般廃棄物を

いう。以下同じ。）の処理について適用し、施行日前の一般廃棄物の処理について

は、なお従前の例による。 

３ この条例による改正後の条例別表第２の規定は、施行日以後の産業廃棄物（法第

２条第４項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。）の処分について適用し、施

行日前の産業廃棄物の処分については、なお従前の例による。 

 


